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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための研修・会議の開催中止等について（通知） 

 

新型コロナウイルス感染症の高齢者への感染防止に係る業務対応について、令和２年 3 月 2 日付

長支第１３５４号及びその後の事務連絡にて開催自粛の内容等について通知をしているところです

が、山形市内においても新型コロナウイルス感染症例が発生している中で、介護サービスは、利用者

やその家族の生活を継続するうえで欠かせないものであり、十分な感染防止対策を前提として、必要

なサービスを継続的に提供することが重要です。 

こうした中、介護職員等や利用者の方々の感染を防ぎ、山形市内における介護サービス提供体制の

確保に努めていただくため、貴機関及び圏域内におかれまして開催予定の研修・会議等について、 

原則として令和２年５月末まで、開催を中止すべきと判断いたしました。 

今後とも、感染防止を最優先に捉え、業務にあたっていただくよう徹底をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 自粛及び中止すべきもの 

   貴機関及び圏域内におかれまして開催予定の医療・福祉従事者を参集する研修・会議等 

 

２ やむを得ず開催する場合の留意点について 

緊急を要する『個別地域ケア会議』『認知症初期集中支援に係る“チーム員会議”』や、その他

やむを得ず
● ● ● ● ●

開催しなければならない会議等は、次の事項にご留意ください。 

（１）次のような感染防止対策を徹底してください。 

・必要最小限の内容・参加人数・時間での開催に努めてください。 

・定期的な換気、人が密集しない環境づくり、近距離での席配置を避ける、マイクを使用しな

いなど、飛沫や接触による感染予防に努めてください。 

・手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒を行うよう周知に努めてください。 

・マスク着用など咳エチケットを徹底するよう周知に努めてください。 

  ・体調不良（発熱、咳等）の場合、参加を自粛するよう周知に努めてください。 

（２）通年事業として、協議検討が必要な場合は、書類送付や電子メール等利用による会議参集の

代替案も検討いただきますようお願いいたします。 

３  中止や代替え措置等を行った会議等につきましては、月次業務実績報告書にてご報告    

ください。 

 

今後の状況により、本取り扱いを延長または変更する場合があります。その際は、改めて通知いた

します。 
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